
「千葉市発達障害者支援連絡協議会」設置・運営について 

 

１ 協議会の設置 

発達障害者支援法では市町村の責務として発達障害（児）者の生活を支えるため、

発達障害者支援センターをはじめとする関係機関における各種の支援を実施する

ことを定めており、発達障害（児）者に対する総合的なサービスの在り方を検討す

るため「連絡協議会」を設置することとしている。 

本市ではこれを受けて発達障害者の地域生活を支援するため、医療・保健・福祉・

教育・就労等関係機関等の委員により構成される「千葉市発達障害者支援連絡協議

会」を設置する。 

 

２ 設置根拠 
（１）発達障害者支援法第３条第 4 項 

（２）発達障害者支援センター運営事業実施要綱(国)第１０－（２） 

（３）平成 17 年 7 月 8 日 障障発第 0708001 号 

   「発達障害者支援センター運営事業の実施について」の取扱いについて 

 （４）千葉市発達障害者支援センター運営事業実施要綱第 12 条 

 （５）千葉市発達障害者支援連絡協議会設置要綱 

 

３ 協議会の所掌事項 
 （１）発達障害者に対する総合的なサービスの在り方に関すること 

（２）関係機関の円滑な連携体制の整備に関すること 

（３）諸問題について、専門的な協議・検討を行うこと 

（４）前号に掲げるもののほか必要な事項 

 

４ 設置時期 

  平成２０年７月３０日設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 協議会の運営 
   １  開催時期 

      年間２回の定期開催により半期ごとの発達障害者支援の状況を検証・検討する。 

     

２ 委員構成（１６名以内で下記委員により構成） 

 区           分 人 数 備     考 

１ 知的障害施設 １名 障害児等療育支援事業実施

施設 

２ 障害者家族団体  ２名 市内 2 団体より各 1 名 

３ 医療関係（千葉大学 医学博士）  １名  

４ 教育関係（市立養護学校教諭）  １名  

５ 就労関係（千葉障害者職業センター職員） １名  

６ 保育関係（千葉市民間保育園協議会） １名  

７ 千葉市発達障害者支援センター職員  １名  

８ 関係行政機関職員（係長等） 

○ 区保健福祉サービス課職員    

○ 障害者自立支援課職員    

○ 障害者相談 C 職員 

○ 児童相談所職員 

○ こころの健康 C 職員 

○ 保健所精神保健福祉課職員 

○ 保健所保健指導課職員 

○ 保育課 

８名  

    合       計 １６名  

 

３ 運営（事務局） 

     （福）千葉市社会福祉事業団に委託（千葉市発達障害者支援センター） 

 

６ 年間スケジュール等（平成２０度） 

         会 議 内 容 等 

７月 ①目的、所掌、運営等基本的事項説明 

②千葉市発達障害者支援体制整備検討委員会報告書の説明 

③平成２０年上半期の発達障害者支援の状況説明 

④その他 

３月 ①平成２０年７月以降の発達障害者支援の状況説明 

②千葉市における発達障害者支援のあり方についての検証 

 

 

 

 

 

 

 

 



連絡協議会 各政令市比較 

 

  

 

政令市 

   

 

事務局 

 

 

会長職 

 

 

議題提案方法 

 

 

備考 

 

 

札幌市 

 

 

センター 

 

座長 学識経験者 

 

行政・各委員双方 

 

発達障害者支援センタ

ーの運営評価を実施 

 

   

北海道 

 

 

センター 

 

 

司会 行政 

 

 

行政 

 

発達障害者支援体制整

備検討事業機能を実施 

 

 

仙台市 

 

 

センター 

 

 

座長 大学教授 

 

 

センター 

 

発達障害者支援センタ

ーを中心とした支援の

あり方について協議 

 

北九州市 

 

 

センター 

 

司会 センター長 

 

 

センター 

 

発達障害者支援センタ

ーを中心とした支援の

あり方について協議 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

     

           


